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第１　はじめに
　　　原告ら第４準備書面及び同５準備書面において、本件代執行承認に基づく工事（以下「代執行承認工事」という。）への変更により、濁り水の発生・拡散などが発生することを主張した。
本書面では、濁り水の発生・拡散などにより辺野古・大浦湾をダイビングスポットとしたり、これらの海でエコツーリズムを行ったりしている原告番号１番、１４番、２０番に与える悪影響について主張を補充する。

[bookmark: _Toc217299477]第２　大浦湾の自然環境
国が行った環境影響評価書によると、大浦湾は、複雑な地形となっている。
　大浦湾は入り組んだ地形を構成するという特異性を持ち、大浦川、汀間(ティーマ)川がやんばるの森と繋がり、豊かな栄養分を大浦湾に運んでいる。森があって川があって河口にはマングローブがあり、泥地、ガレ場があり、その先に真っ白な砂地が広がり、米軍キャンプ・シュワブ浅海域はかつて沖縄本島で最大の海草藻場が繁茂する豊かな場所でジュゴンの餌場だった場所である。大浦湾側の沿岸部のリーフにはサンゴ群が拡がっている。大浦湾の沖には根や瀬が起伏の激しいサンゴ礁という地形を構成しており、そこに群生するサンゴの被度は目を見張るものがある。更に、大浦湾にはシンボルと位置づけられているアオサンゴが棲息している。縄文アオサンゴと比喩されるように大浦湾で途方もない歳月を経て今でも健全な状態でダイバーを魅了し続けている。
　世界的な観光地ハワイ諸島と比較した場合、日本の面積の約４倍(151万平方km)のハワイ諸島(及びその周辺海域)は約7,000種の海洋生物に対して、大浦湾はわずか２０平方kmに対して5,300種以上の生き物が生息しており、この生物多様性がアメリカの環境ＮＧＯからも評価され２０１９年１０月「ホープスポット(希望の海)」として認定された（甲２４の２０）。
比較的大規模なサンゴ群生は、タイバーやエコーツーリズムの観察スポットとなっており、その場所も大浦湾に点在している。

[bookmark: _Toc217299480]第３　濁り水の発生・拡散により大浦湾の自然環境に与える影響
２０２３年３月に沖縄県が作成した「第２次沖縄県赤土等流出等防止対策基本計画」（甲４８）には、以下のような赤土等の流出による自然環境への影響を指摘する。
①　赤土等の堆積は、海域生物の生息・生育環境そのものを改変し、魚介類の産卵場所の喪失や底生動物、海藻草類、サンゴ類の埋没のほか、沈降粒子によるサンゴ類へのストレスなどの悪影響を及ぼす。
　　②　赤土等による海水懸濁は、魚類の濁りからの回避行動や海藻草類の光合成阻害を引き起こし、また、サンゴ類（ 造礁サンゴ類） についても、体内に共生している褐虫藻の光合成阻害により、サンゴ類が褐虫藻の光合成産物を利用できなくなり死滅するなどの悪影響を及ぼす。
③　サンゴ礁生態系の基盤であるサンゴ類の死滅により、サンゴを住処とする様々な海域生物( 魚類、底生動物等) は、その生息・生育環境を失うこととなり、結果これらの生物についても姿を消し、生物多様性は著しく減少する。
④　赤土等の懸濁・堆積によりサンゴ幼生の定着阻害が起こることも確認されており、赤土等の影響により、幼サンゴ加入によるサンゴ礁の再生も妨げられることとなる。
⑤　海草藻場や干潟等においても、赤土等が堆積することにより、泥が少ない環境を好む生物種が減少する一方、泥を好む生物種がみられるようになり種構成が変化するとともに、種数自体の減少傾向も見られ、生物多様性が減少する。
以上のとおり、陸域からの赤土等の流出により海洋生物に悪影響を及ぼすことは明らかである。
　そして、この事実を踏まえれば、変更された埋立工事で使用される赤土等、濁り水の流出・拡散によって海洋生物に同様な悪影響を及ぼすことは明らかである。
また、大浦湾のサンゴについては、現に白化が進行している。このような白化については様々な要因があるところ、変更された埋立工事によって濁り水の流出・拡散による海洋汚染により、サンゴ礁などにストレスを与え、サンゴの白化等により拍車を欠けている可能性は十分に考え得るのであって、変更された埋立工事により清浄な海洋環境を享受する利益は、やはり害されているのである。
　この点は、福井教授による意見書（甲３７）の５０頁に記載されているとおり、「ダイビング事業者にとっては、当該工事が元の工事に戻ることによって、珊瑚、海洋生物生息環境がよりよい状態に戻るから、顧客を失うこととなる不利益を軽減できる。当該因果関係の及ぶ限り、当該事業者は原告適格を持つ」という指摘が正鵠を射ているというべきである。
　付け加えて言うならば、ダイビングショップを利用するダイバー達やエコツーリズムの利用者は、単にサンゴ礁を観察するだけでなく、ダイビングスポットにたどり着くまでの景観なども楽しみにしている。
　現在の大浦湾のダイビングスポットのすぐ近くには、フロートが張り巡らされ、海上保安庁の船が監視にあたり、作業船やサンドコンパクション船などが何隻も浮かんでおり、ダイビングを楽しみたいという景観ではない。
　このような状況では、仮に何らかの理由で代執行承認工事によりダイビングスポットのサンゴ礁の生息に悪影響を及ぼしていないと言い切れたとしても、工事の風景で客の足が遠のくのは明らかである。
　以上のとおり、ダイビングショップの原告や、大浦湾の自然環境の観察体験をさせるエコツーリズムの原告にとっては、変更された埋立工事によって不利益を被るのは明らかである。　　　　　　　　　　
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